
届出手続きの流れ

① 事前協議 ※届出前に事前の協議をしてください。
①豊後大野市景観計画区域内行為事前協議書 １部（行為の種類に応じて様式第 3号別紙 1～6を
添付）②届出に必要な図書 ③届出チェックシート

② 届出 ※行為着手の３０日前までに届出が必要です。
①豊後大野市景観計画区域内行為届出書 １部（行為の種類に応じて様式第 3号別紙 1～6を添付）
※協議時と変更がなければ上記②、③の再度添付は必要ありません。

③ 完了届 ※行為が完了しましたら速やかに豊後大野市長に完了届を提出してください。

①豊後大野市景観計画区域内行為完了届出書 １部 ②行為完了後の状況を示す写真（２方向以上）

完了届

他法令による許認可

自然公園法、県
立自然公園条
例、森林法などの
制限があります。

適合

変更命令
※形態意匠のみ

適合通知

届出後30日間は行為に着手できません。
場合により90日間の延長の可能性があります。

協議段階で設計案を修正していただくことがありま
すので、他法令による許認可等の申請前に事前協
議をお勧めます。
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各所管窓口

行為の計画

届出の前に事前協議が必要です。
景観形成基準に関して支障がない場合、届出以降、行為
の着手までの期間が短縮されます。
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景観審議会の審議・意見聴取

勧告

行為に着手

公表

修正

修正

修正
適合通知

①

②

③


